
　

①令和８年度水槽・コンテナ水替え業務
②水槽29基、長尺コンテナ310箱、普通コンテナ2120箱
③鳥取県埋蔵文化財センター、鳥取県埋蔵文化財センター
美和分室、鳥取県埋蔵文化財センター積善分室
④契約締結日から令和８年６月５日（金）までの間の９日
間

見積書提出期限：令和８年４月30日（木）

競争入札参加資格者名簿に登録されている福祉施設等のう
ち、東部のものから、業務内容により選定（随意契約）

地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び会計規則
第135条の３に基づく随意契約

 

 

部（局）課所名 鳥取県埋蔵文化財センター

所在地　 鳥取市国府町宮下1260番地

電話・ファクシミリ番
号、メールアドレス等

電話：０８５７－２７－６７１１
ファクシミリ：０８５７－２７－６７１２
メールアドレス：maibuncenter@pref.tottori.lg.jp

契約結果の公表事項 　

契約日

相手方 名　称

所在地

内　容 品　目

数量等

円　　　

＊上記による場合の選定基準
（提案内容の評価基準等）

＊その他必要事項

問い合わせ先
（契約担当課）

＊契約金額（契約金額５００万円以上の場合）

選定の理由
＊（企画コンペ、プロポーザル方式による場合の
評価結果等）

注１　＊印は、それぞれに該当する場合のみ掲載すること。
注２　契約結果の公表に当たっては、契約前の公表分に該当項目を追加して公表すること。

契約の内容
　①調達予定物品の品名（又は役務の内容）
　②規格、数量等
　③納入場所（又は実施場所）
　④納入時期（又は実施場所）
　⑤その他

契約予定時期

契約者の選定方法、選定理由、選定基準　（見積り合せの場合も含む。）

選定方法

上記選定方法により契約する理由

*企画コンペ、プロポーザル方式の場合の参加条
件等

様式第２号（福祉施設、シルバー人材センター等との随意契約の公表）

公　　　　　　　　　示

　鳥取県の役務の調達について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項３号の規定
により、障害者福祉施設・母子福祉団体・シルバー人材センター等の受注機会の拡大を図ること目的に随意契約を
行うので、鳥取県会計規則（昭和３９年鳥取県規則第１１号）第１３５条の３第１項第２号（第３号）の規定に基
づき、次のとおり公表する。

令和8年4月22日
鳥取県知事

契約前の公表事項


